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１．地方創生の現状
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少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞ
れの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生
（※）に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。

※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。
まち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成
ひと…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保
しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

基本理念（第２条）

①国民が個性豊かで魅力ある地域社会で潤いのある豊かな生活を営めるよう、
それぞれの地域の実情に応じた環境を整備

②日常生活・社会生活の基盤となるサービスについて、需要・供給を長期的
に見通しつつ、住民負担の程度を考慮して、事業者・住民の理解・協力
を得ながら、現在・将来における提供を確保

③結婚・出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚・
出産・育児について希望を持てる社会が形成されるよう環境を整備

④仕事と生活の調和を図れるよう環境を整備
⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活
性化により、魅力ある就業の機会を創出

⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力
による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る

⑦国・地方公共団体・事業者が相互に連携を図りな
がら協力するよう努める

内容：まち・ひと・しごと
創生に関する目標や施策
に関する基本的方向等

※人口の現状・将来見通
しを踏まえるとともに、
客観的指標を設定

本部長：
内閣総理大臣

副本部長：
内閣官房長官
まち・ひと・しごと
創生担当大臣

本部員：
上記以外の全閣僚

まち・ひと・しごと
創生本部

（第11条～第20条）

まち・ひと・しごと創生
総合戦略（閣議決定）

（第８条）
案の作成
実施の推進

実施状況の
総合的な検証

内容：まち・ひと・しごと創生に関する
目標や施策に関する基本的方向等

都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務）（第９条）

勘案

勘案

施行期日：公布日（平成26年11月28日）。ただし、創生本部・総合戦略に関する規定は、平成26年12月２日。

勘案

目的（第１条）

内容：まち・ひと・しごと創生に関する
目標や施策に関する基本的方向等

市町村まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務）（第10条）

まち・ひと・しごと創生法の概要
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第１期における地方創生の現状等

１．第１期の地方創生の取組
◆ほぼ全ての地方公共団体で「地方版総合戦略」を策定し、取組を推進。
◆国は、情報支援・人材支援・財政支援（「地方創生版・三本の矢」）等を実施。

２．地方創生をめぐる現状認識
（１）人口減少・少子高齢化

◆総人口：2008年をピークに減少局面。１億2,644万人（2018年）。
◆生産年齢人口： 7,785万人（2014年） → 7,545万人（2018年）（240万人減）
◆就業者数： 6,371万人（2014年） → 6,664万人（2018年）（293万人増）
◆出生数： 100.4万人（2014年） →   92.1万人（2018年）

（２）東京一極集中の継続
◆転入超過数：13.6万人、転出者数：35.5万人、転入者数：49.1万人（2018年）
◆東京圏の人口： 3,658万人（2018年）。全人口の約３割が集中。

（３）地域経済の現状
◆雇用・所得環境が改善。一方で、中小企業において人手不足感が深刻化。
◆訪日外国人旅行者数、農林水産物・食品輸出額が増大。

３．地方創生に関連する将来の見通し
◆直近及び中長期の将来見通しを考慮。

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会（2020年）の開催等。
・高齢者人口は、2042年にピークの見通し。
・情報通信技術の進展。リニア中央新幹線の開業に伴うスーパー・メガリージョンの形成。
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日本の出生数・出生率の推移

出生数及び合計特殊出生率の年次推移 （昭和22～平成30年）

○ 出生数・出生率は、1970年代半ばから長期的に減少傾向。出生率は、2006年以降、緩やかに増加
してきたが最近は概ね横ばいで推移。出生数は、2016年以降100万人を下回り、毎年減少。

○ 合計特殊出生率が人口置換水準（人口規模が維持される水準）※を下回る状況が、1974年の2.05以
降、40年以上にわたり続いている。

※近年は2.07で推移（直近2017年は2.06）

資料：厚生労働省「平成30年（2018）人口動態統計月報年計（概数）」等
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我が国の人口の推移と長期的な見通し［暫定推計］

○ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位（死亡中位））によると、
2060年の総人口は約9,300万人まで減少すると見通されている。

○ 仮に、合計特殊出生率が2030年に1.8程度、2040年に2.07程度（2025年には1.6程度）まで上昇すると、2060年の
人口は約1億200万人となり、長期的には9,000万人程度で概ね安定的に推移するものと推計される。

○ なお、仮に、合計特殊出生率が1.8や2.07となる年次が５年ずつ遅くなると、将来の定常人口が概ね300万人程度
少なくなると推計される。

（注１）実績は、総務省統計局「国勢調査」等による（各年10月1日現在の人口）。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」は出生中位（死亡中位）の仮
定による。2115～2160年の点線は2110年までの仮定等をもとに、まち・ひと・しごと創生本部事務局において機械的に延長したものである。

（注２）「合計特殊出生率が上昇した場合」は、経済財政諮問会議専門調査会「選択する未来」委員会における人口の将来推計を参考にしながら、合計特殊出生率が2030年に1.8程度、
2040年に2.07程度（ 2020年には1.6程度 ）となった場合について、まち・ひと・しごと創生本部事務局において推計を行ったものである。

（注３）国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集2019」によると、人口置換水準は、2001年から2016年は2.07で推移し、2017年は2.06となっている。
（注４）総人口の推計においては、2019年4月施行の出入国管理及び難民認定法等の改正（新たな在留資格の創設等）に伴う外国人の増加は考慮していない。

2008年12,808万人（概ねピーク）

2018年12,644万人

2060年 10,204万人
(参考1)10,047万人
(参考2) 9,910万人 2110年 8,992万人

(参考1) 8,639万人
(参考2) 8,314万人

2110年5,343万人

2060年9,284万人
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○ 東京圏への転入超過数の大半を10代後半、20代の若者が占めており、大学等への進学や就職が一つの
きっかけになっているものと考えられる。

東京圏への転入超過数（2010年－2018年、年齢階級別）

（人）

2010年 2011年 2012年 2013年

転
入
超
過

転
出
超
過 2014年 2016年2015年 2017年

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」（2010年～2018年/日本人移動者について）

2018年
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２．まち・ひと・しごと創生基本方針２０１９について

7



２０１８

４年目

◎ライフステージに応じた
地方創生の充実・強化

◎国の総合戦略策定

スタートアップ

２０１４・２０１５

◎地方創生の新展
開とＫＰＩの
総点検

中間年
２０１７

２０１９

５年目

◎第１期の総仕上げと
次のステージに向けて

２０１６

２年目

◎地方創生版
三本の矢創設◎地方版総合戦略策定

・地域における若者の修学・就業の促進
－キラリと光る地方大学づくり－

・ＵＩＪターン等を促進するための
政策パッケージの策定

・ＵＩＪターン等を促進するため
の政策パッケージの着実な実行
・地方の魅力を高めるまちづくり
の推進
・次のステージにおける総合戦略
の検討

２０２０～２０２４

６年目～１０年目

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

地方創生の次のステージ

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に向けて

◎基本方針の枠組

①第２期（2020年度～2024年度）の基本的な考え方

②第２期の初年度（2020年度）に取り組む主な事項

まち・ひと・しごと創生基本方針2019

◎今後のスケジュール

6月：基本方針2019策定

12月：第２期「総合戦略」策定

※12月に示す国の第２期「総合戦略」に基づき、地方公共団体は、地方版総合戦略を策定

第２期「総合戦略」策定に関する有識者会
議（増田寛也座長）において第１期の検証と
第２期に向けた取組を取りまとめ
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第２期の方向性

長期ビジョン
：2060年に１億人程度の人口を維持する中長期展望を提示

総合戦略

：第１期の政策目標・施策を策定

地方人口ビジョン
：各地域の人口動向、将来人口推計の分析や中長期の将来展望を提示

地方版総合戦略

：各地域の人口動向や産業実態等を踏まえ、第１期の政策目標・施策を策定

地 方

国 2014年12月策定

全ての都道府県、1,740市区町村において策定済み

第１期（2015年度～2019年度）の枠組

（国のビジョン・総合戦略）
◆年内に改訂（ビジョンについては、大きな変更なし）

（地方のビジョン・総合戦略）

◆国のビジョン・総合戦略を踏まえ、切れ目なく改訂

第２期（2020年度～2024年度）の枠組

＜４つの基本目標＞
◆従来の枠組を維持しつつ、必要な強化

・「地方への新しいひとの流れをつくる」の取組の強化
・「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」について、子ども・子育て

本部等と連携
◆「人材を育て活かす」「誰もが活躍する地域社会をつくる」観点を追加

◆新たな視点に重点をおいて施策を推進
・新しい時代の流れを力にする（Society5.0等）、人材を育て活かす等

＜地方創生版・三本の矢＞
◆従来の枠組を維持
◆地方創生関係交付金については、必要な見直しを実施

４つの基本目標と地方創生版・三本の矢

第１期での地方創生について、「継続を力」にし、

より一層充実・強化

１．地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

２．地方への新しいひとの流れをつくる

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

４．時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

４つの基本目標と地方創生版・三本の矢

【地方創生版・三本の矢】情報支援、人材支援、財政支援
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（１）地方へのひと・資金の流れを強化する
◆将来的な地方移住にもつながる「関係人口」の創出・拡大。
◆企業や個人による地方への寄附・投資等による地方への資金の流れの強化。

（２）新しい時代の流れを力にする
◆Society5.0の実現に向けた技術の活用。
◆SDGsを原動力とした地方創生。
◆「地方から世界へ」。

（３）人材を育て活かす
◆地方創生の基盤をなす人材に焦点を当て、掘り起こしや育成、活躍を支援。

（４）民間と協働する
◆地方公共団体に加え、NPOなどの地域づくりを担う組織や企業と連携。

（５）誰もが活躍できる地域社会をつくる
◆女性、高齢者、障害者、外国人等誰もが居場所と役割を持ち、活躍できる地域社会を実現。

（６）地域経営の視点で取り組む
◆地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域をマネジメント。

第２期における新たな視点
第２期（2020年度～2024年度）においては、４つの基本目標に向けた取組を実施するに当たり、
新たな次の視点に重点を置いて施策を推進する。
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５．連携施策等
・ 地方創生に向けた国家戦略特区制度等の推進 ・ 規制改革、地方分権改革との連携
・ 東日本大震災の被災地域における地方創生の加速化 ・ 国土強靱化等との連携

2020年度における各分野の主要な取組

１．地方にしごとをつくり安心して働けるよう
にする、これを支える人材を育て活かす
・ 「地域人材支援戦略パッケージ」等による人材の

地域展開

・ 新たなビジネスモデルの構築等による地域経済
の発展

・ 「海外から稼ぐ」地方創生
・ 地方創生を担う組織との協働
・ 高等学校・大学等における人材育成

２．地方への新しいひとの流れをつくる
・ 地方への企業の本社機能移転の強化

・ 企業版ふるさと納税の活用促進による民間資金
の地方還流

・ 政府関係機関の地方移転
・ 「関係人口」の創出・拡大
・ 地方公共団体への民間人材派遣
・ 地方の暮らしの情報発信の強化

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望を
かなえる、誰もが活躍できる地域社会を
つくる
・ 個々人の希望をかなえる少子化対策

・ 女性、高齢者、障害者、外国人等が共生す
るまちづくり

４．時代に合った地域をつくり、安心なくらし
を守るとともに、地域と地域を連携する

・ 交流を支え、生み出す地域づくり
・ マネジメントによる高付加価値化
・ Society5.0の実現に向けた技術の活用
・ スポーツ・健康まちづくりの推進
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Ⅳ．国と地方の総合戦略の策定等について

「長期ビジョン」については、現在の人口等の見通しが第１期の当初時点における推計

と大きく乖離していないことや、外国人については長期にわたる出入国の状況を見通すこ

とが困難であることを踏まえ、時点修正など必要な検討を行う。「地方人口ビジョン」に

ついては、中長期的には人口の自然増が重要であるという観点を重視しつつ、最新の数値

や状況の変化を踏まえた上で必要な見直しを検討することが求められる。

（ 中 略 ）

地方においても、国の「総合戦略」を勘案し、地方創生の充実・強化に向け、切れ目な

い取組を進めることが求められることから、各地方公共団体においては、現行の「地方版

総合戦略」を検証し、次期「地方版総合戦略」の策定を進める必要がある。その策定に当

たっては、各地方公共団体自らが責任を持って社会・経済状況の変化を捉え地域の将来像

を考える観点から、幅広い年齢層の住民をはじめ、産官学金労言士などの多様な主体の参

画を得るなど、各々の地域の特性に応じた検討プロセスを経ることも重要である。また、

策定に当たっては、経済圏域における取組なども視野に入れ、行政区域を越えた広域的な

連携を考慮する必要がある。

国は、地方公共団体における次期「地方版総合戦略」の策定や「地方人口ビジョン」の

改訂に資するよう、国における「長期ビジョン」や第２期「総合戦略」の検討状況に関す

る情報提供を行うなど、必要な支援を行うこととする。

まち・ひと・しごと創生基本方針2019（抄）
（令和元年６月21日閣議決定）
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2019年度 2020年度

４月

第１期総合戦略 第２期
総合戦略

（国）策定作業

（地方）策定作業

４月
下旬

６月
21日

基
本
方
針
２
０
１
９

閣
議
決
定

３月
下旬

都
道
府
県
・
指
定
都
市

担
当
課
長
会
議

有
識
者
会
議
・

検
証
会
・
検
討
会

国
の
動
き

地
方
へ
の
支
援

来
年
度
予
算
要
求
・

税
制
改
正
要
望

５月
20日

創
生
会
議

（
基
本
方
針
骨
子
案
審
議
）

第
２
期
総
合
戦
略

閣
議
決
定

１１月

創
生
会
議

（
第
２
期
総
合
戦
略
の
骨
子

の
審
議
）

１２月
中下旬

創
生
会
議

（
第
２
期
総
合
戦
略
案
の
審
議
）

人
口
分
析
用
デ
ー
タ
等

（
暫
定
版
）
提
供

地
方
版
総
合
戦
略
進
捗
状
況

調
査
結
果
・
Ｑ
＆
Ａ
公
表

地方公共団体においても、
「切れ目ない取組」
を進めることが必要

１２月
下旬

RESASデータ更新（随時）

3/27 3/29 4/24

第
２
期
総
合
戦
略
に
基
づ
く
取
組
の
推
進

2018年度

※ 国の動き（創生会議、総合戦略（閣議決定））は、昨年度実績と同様となることを想定して作成。

※ 地域再生法等の規定に基づく地方
創生関係交付金の交付等に際しては、
地方版総合戦略が策定されていること
が必要。

◇
地
方
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

の
た
め
の
手
引
き

◇
地
方
版
総
合
戦
略
の
策
定
・

効
果
検
証
の
た
め
の
手
引
き

（
令
和
元
年
６
月
版
）
公
表

6/21

次
期
「
地
方
版
総
合
戦
略
」
の

策
定
状
況
調
査
の
実
施

6/21

都
道
府
県
・
指
定
都
市

担
当
課
長
会
議

7/2

次
期
「
地
方
版
総
合
戦
略
」

の
策
定
に
係
る
ブ
ロ
ッ
ク

説
明
会
の
開
催

9月上旬

次
期
「
地
方
版
総
合
戦
略
」

策
定
依
頼
通
知
発
出

6/21

６月
11日

創
生
会
議

（
基
本
方
針
案
審
議
）

人
口
動
向
分
析
・
将
来
人
口
推

計
の
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
等

（
令
和
元
年
６
月
版
）
公
表

6/24

第２期「総合戦略」の策定スケジュール（案）
13
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